
議案第１号 

東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則の一部を改正する規則につい 

  て 

 上記の議案を提出する。 

令和５年２月１０日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則の一部を改正する規則につい

て 

 東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則（平成１２年板橋区教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「、教諭（主幹教諭、指導教諭、主任教諭、主幹養護教諭、

主任養護教諭及び養護教諭を含む。）」を「及び教諭（主幹教諭、指導教諭、

主任教諭、主幹養護教諭、主任養護教諭及び養護教諭を含む。以下この項にお

いて同じ。）並びに板橋区立幼稚園の園長、副園長及び教諭」に改める。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  

 （提案理由） 

  板橋区教科用図書調査委員会において、教科用図書を調査研究するにあたり、

教科用図書調査委員に幼稚園の園長、副園長、教諭を任命可能とする必要があ

るため。 



 

東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則 新旧対照表 

 

 新 旧 

○東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則 ○東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則 

平成12年１月17日東京都板橋区教育委員会規則第１号 平成12年１月17日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

（教科用図書調査委員会） （教科用図書調査委員会） 

第４条 教科用図書の調査研究を専門的に行うため、審議会に教科用図書調

査委員会（以下「調査委員会」という。）を各教科等ごとに置く。 

第４条 教科用図書の調査研究を専門的に行うため、審議会に教科用図書調

査委員会（以下「調査委員会」という。）を各教科等ごとに置く。 

２ 調査委員会は、学校の校長、副校長及び教諭（主幹教諭、指導教諭、主

任教諭、主幹養護教諭、主任養護教諭及び養護教諭を含む。以下この項に

おいて同じ。）並びに板橋区立幼稚園の園長、副園長及び教諭のうちから、

教育委員会が任命する委員７人以内をもって組織する。ただし、教科等の

事情によりこれにより難いと認められる場合は、別に委員数を定めること

ができる。 

２ 調査委員会は、学校の校長、副校長、教諭（主幹教諭、指導教諭、主

任教諭、主幹養護教諭、主任養護教諭及び養護教諭を含む。）のうちから、

教育委員会が任命する委員７人以内をもって組織する。ただし、教科等の

事情によりこれにより難いと認められる場合は、別に委員数を定めること

ができる。 

付 則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 


